
（別紙２）
調剤のために必要な設備及び施設の概要
	調剤室の構造
	
	調剤室の面積
	

	主たる設備
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（備考） １　薬局の見取図を添付すること。
       　２　主たる設備の欄には、薬局等構造設備規則（昭和36年厚生省令第２号）に　　　　　 掲げるもの以外のもの（例：自動分包機、電子秤等）がある場合にのみ、その主たるものを記載すること。

